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■　指定（地方）公共機関の役割等を新たに規定

■　基本的対処方針等諮問委員会等の位置づけを新たに規定

■　新型インフルエンザ等緊急事態宣言の運用を新たに規定

■　法定化された不要不急の外出自粛要請等について規定

■　法定化された施設の使用制限の要請等について規定

■　法定化された特定接種対象となり得る業種等を新たに明らかにした

■　住民接種の接種順位の基本的考え方を規定

■　行動計画の対象を新感染症に拡大

■　基本的人権の尊重について記載を充実

■　記録の保存について新たに規定
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★必要に応じて緊急事態宣言
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★不要不急の外出の自粛要請 ※
★学校等の施設の使用制限 ※

★不要不急の外出の自粛要請 
★学校等の施設の使用制限 

★臨時の医療施設の設置

★指定公共機関は業務の実施の
　ための必要な措置を開始
★緊急物資の運送
★生活関連物資等の価格の安定

★新型インフルエンザ
　等緊急事態に関する
　融資

★緊急物資の運送
★生活関連物資等の価格の安定
★物資の売渡しの要請
★新型インフルエンザ等緊急事態
　に関する融資
★権利利益の保全

★新型インフルエンザ等緊急事態宣言時のみ必要に応じて実施する措置
　

   

海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期


